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⑤介護支援専門員証が有効で、登録移転と同時に介
護支援専門員証の有効期間を更新する方⇒「～有効な
介護支援専門員証をお持ちの方へ～介護支援専門員証
の有効期間を更新し、山形県に登録移転する手続き
（登録移転・証更新交付申請）について」を参照

有効な介護支援専門員証を
お持ちですか？

持っている
（介護支援専門員証の有効期間が

まだ満了していない）
①介護支援専門員証が有効である方⇒「～有効な介護
支援専門員証をお持ちの方へ～山形県に登録移転する
手続き（登録移転・証交付申請）について」を参照

登録移転と同時に、介護支援
専門員証の有効期間を更新
する必要がありますか？

②介護支援専門員証の取得は希望しない、介護支援
専門員の登録のみをしている方または介護支援専門
員証の有効期間が満了（失効）している方⇒「～介護
支援専門員の登録のみしている方、介護支援専門員証
が失効している方へ～介護支援専門員証は取得せずに
山形県に登録移転する手続き（登録移転申請）につい
て」を参照

介護支援専門員の登録をした日
から５年を過ぎましたか？

過ぎていない
（登録日から５年以内である）

持っていない・すでに失効している
（介護支援専門員証を取得したことがない、
介護支援専門員証の有効期間がすでに満了している）

介護支援専門員証を
取得しますか？

取得しない

③介護支援専門員証の取得を希望する、介護支援専
門員の登録をした日から5年以内の方⇒「～介護支援
専門員の登録後5年以内の方へ～山形県に登録移転す
る手続き（登録移転・証新規交付申請）について」を
参照

過ぎている 再研修を受講・修了
していますか？

再研修を修了した日から
５年を過ぎましたか？

④介護支援専門員証の取得を希望する、再研修を修了した日か
ら5年以内の方⇒「～再研修の修了後5年以内の方へ～山形県に
登録移転する手続き（登録移転・証新規交付申請）について」を
参照

更新に必要な所定の研修（専門研修や更新研修等）を

受講・修了済みである必要があります。

これから所定の研修を受講する方は、「いいえ」に

進んでください。

再研修を受講・修了していない場合、介護支援専門員証

の取得はできません。

よって、今回は登録移転申請のみ行ってください。

再研修を修了した日から５年を過ぎている場合、介護

支援専門員証の取得はできません（改めて再研修を

受講・修了する必要があります）。

よって、今回は登録移転申請のみ行ってください。


